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業 務 委 託 仕 様 書 
 

第１章 業務概要等 

 

１ 業務の名称 

京都市桃陵市営住宅団地再生事業に係るＰＦＩアドバイザリー業務委託 

 

２ 業務目的 

桃陵市営住宅において、「民間資金などの活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律」（平成１１年法律第１１７号、以下「ＰＦＩ法」という。）が定める事業手法による建替

え（以下「本事業」という。）を予定しており、本業務により、建替えに係る事業手法や内

容、事業者の選定等に関して、本市に対する制度面、技術面、法務及び財務面における適切

な支援業務を行い、民間事業者の公募から契約締結に至るまでの一連の手続きを円滑に進め

ることを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約の日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 事業の方向性 

  桃陵市営住宅は、古いものでは建設後約６０年以上が経過して老朽化が進んでいることか

ら、継続活用棟（５１～５４号棟、７１号棟、７２号棟）を除いて、建替えを計画してい

る。 

これに向けて、令和３年度に実施した民間活力導入可能性調査を踏まえ、ＰＦＩ手法のＢ

ＯＴ方式による建替えを想定している。 

  また、団地内外の活性化を図るために、敷地の一部を多世代交流や次世代の居住促進につ

ながる施設等の用地として活用する方向で検討を進めていく。 

（検討する事業内容） 

⑴ 市営住宅に係る施設整備業務（調査、設計、解体、建設、工事監理等） 

５１～５４号棟、７１号棟、７２号棟は建替え対象外とする。 

⑵ 建設戸数 約１４２戸 

⑶ 入居者の移転支援業務 

⑷ 維持管理業務（１０年間） 

⑸ 敷地の有効活用業務 

 

５ 業務の対象 

⑴ 施設名称 京都市桃陵市営住宅 

⑵ 施設用途 共同住宅 

（設計業務に係る建築物の類型：令和６年国土交通省告示第８号別添ニ 第六号） 

⑶ 所在地  京都市伏見区片桐町１番地、西奉行町１番地１、東奉行町４番地、 

奉行前町１番地２ 

（別紙１「付近見取図」及び別紙２「現況配置図」参照） 

⑷ 敷地条件 

ア 敷地面積  約４１，０００㎡ 

イ 地域地区  〇国道２４号から２５ｍ以西 

 第一種中高層住居専用地域（建蔽率６０％、容積率２００％） 

１５ｍ第一種高度地区、準防火地域、 

山ろく型建造物修景地区 伏見・山科地区 

        〇国道２４号から２５ｍ以東 

         第二種住居地域（建蔽率６０％、容積率３００％） 

１５ｍ第二種高度地区、準防火地域、 

山ろく型建造物修景地区 伏見・山科地区 
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第２章 業務の内容 

 

１ 共通事項 

⑴ 業務計画の作成 

各業務の実施に当たっては、業務方針、作業方法及び作業工程等をまとめた業務計画を

作成し、本市と協議のうえ決定する。 

⑵ 本市への報告及び説明 

本市の求めに応じて、各業務の検討状況等を書面により説明及び報告する。 

また、各業務の意図及び内容については、本市に総合的な説明を行い、必要な事項や事

業条件等について、本市の方針を確認する。 

 

２ 業務内容 

民間活力の導入に関する財務、法務、技術等に関する総合的な支援を行うこと。 

 ・ 要求水準書案の作成に係る実施手法、リスク分担等の検討 

 ・ 要求水準書案の作成 

 ・ 実施方針案の作成 

 ・ 民間事業者の募集、審査・選定及び公表に係る支援 

 ※ 業務内容等の詳細については、別表１「業務の内容及び範囲」を参照。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

実施日 事業のスケジュール アドバイザリー業務 

のスケジュール 

令和６年度 

    ９月～ 要求水準書及び実施方針案の作成 ・ 実施方針・要求水準書案の作

成、検討 

・ 民間事業者の応募に係る資料

等の作成、検討 

・ ＶＦＭの算定 

・ 実施方針の公表 

・ 選定委員会の運営支援 

    １２月～ 

     ２月～ 実施方針の公表 

     ３月～  実施方針説明会の開催 

令和７年度 

     ４月～ 特定事業の選定・入札公告  

     ９月～ 事業者の選定 民間事業者の提案審査支援 

    １１月～ 基本協定の締結  

事業契約・基本協定締結 

に関する支援     １２月～ 仮契約の締結 

     ３月 事業契約の締結 
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第３章 業務の実施 

 

１ 業務の着手 

受託者は、契約締結後１４日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、

着手とは、受託者が業務の実施のために、本市との打合せを開始することをいう。 

 

２ 業務実施上の留意事項 

受託者は、次の事項を遵守すること。 

⑴ 業務を適正かつ円滑に実施するため、統括責任者、主任技術者及び担当者と本市の担当

者は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容につい

ては、その都度統括責任者が書面（打合せ記録簿）に記録し、本市に提出する。 

⑵ 関係機関及び地元関係者との協議に係る事項については、その都度、速やかに打合せ記

録簿を作成し、本市に提出する。 

⑶ 業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

３ 提出書類 

受託者は、業務の各段階において、次の書面を速やかに提出しなければならない。 

⑴ 契約締結後 

 ア 業務工程表 

 イ 統括責任者等通知書 

 ウ 協力事務所等通知書（協力事務所がある場合）及び担当者名簿 

 エ その他本市が指示するもの  

⑵ 前払時 

 ア 前払金支払請求書 

 イ 保証証書 

 ウ 振込依頼書（必要時） 

⑶ 完了時 

  ア 完了通知書 

 イ 成果物納入届 

 ウ 請求書  

 エ 振込依頼書（必要時） 

 

４ 委託料の支払条件 

本業務委託は２か年にわたる複数年契約であり、支払条件は次のとおりとする。 

⑴ 前金払 委託料の３０％以内とする。 

⑵ 部分払 部分払は行わない。 

⑶ 完成払 完成後に行う。 
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５ 統括責任者等の資格要件 

受託者は、業務遂行に当たって、以下のとおり、統括責任者等を選定し、適正な人員を配

置し、業務を遂行するものとする。 

なお、業務履行期間中において、統括責任者又は主任技術者として著しく不適当と本市が

判断した場合、受託者は速やかに適正な措置を講じるものとする。 

⑴ 統括責任者  

統括責任者は、地方公共団体又は地方住宅供給公社（これらに準じる組織を含む。以

下、「地方公共団体等」という。）が発注する建築物の新築工事に係るＰＦＩ等アドバイザ

リー業務について、実務経験を有し、誠実かつ責任感がある者とする。また、建築、法

務、財務等に関する計画趣旨及び内容を、本業務へ総括的に反映できる者とする。  

⑵ 主任技術者 

主任技術者は、地方公共団体等が発注する建築物の新築工事に係るＰＦＩ等アドバイザリ

ー業務について、実務経験があり、誠実かつ責任感がある者とする。 

（注）「統括責任者」とは、業務全体を総括する責任者をいう。「主任技術者」とは、統括責

任者の下で業務における担当技術者を総括するものをいう。また、統括責任者と主任技

術者は兼ねることができない。 

⑶ 担当者  

担当者は、統括責任者及び主任技術者の指示に基づき、的確に業務を遂行できる者とする。 
 
６ 貸与品 

⑴ 契約書第１７条に定める貸与品は次のとおりとする。 
品名 数量 引渡場所 引渡時期 

民間活力導入可能性調査 報告書 １部 すまいまちづ

くり課 

本市と打合せ

のうえ決定 京都市市営住宅条例に基づく市営住宅等の

整備の基準に関する要綱 
１部 

京都市市営住宅設計等業務要領 １部 

市営住宅設計要領（電気） １部 

京都市市営住宅設計マニュアル 

（機械設備工事編） 
１部 

既存棟の設計図面（TIF データ等） １式 

土壌調査報告書 １式 

参考図書（過去の事例） 必要数 

⑵ 受託者は、貸与品の必要がなくなった場合は、速やかに本市に返却しなければならな

い。 

⑶ 受託者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、損

傷した場合は、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。 
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７ 適用基準図書 

適用基準等で市販されているもの及びインターネットで閲覧が可能なものについては、受

託者の負担において備えるものとする。 

 ※ 適用基準等の詳細については、別表２「適用基準等一覧」を参照。 

 

８ 成果物 

⑴ 成果物は、別表３のとおりとする。 

⑵ 成果物の著作権は京都市に無償で譲渡する。 

⑶ 業務完了後１５年間は受託者において成果物の写しを保存する。 

ただし、本市が保存の必要がないとして指示した場合は、この限りではない。 

⑷ 受託者は、本市の担当者が指示し、これを承諾した場合は、履行期間途中においても、

成果物の部分引渡しを行わなければならない。 

⑸ 受託者は、本市の担当者が指示し、これを承諾した場合は、契約書第３９条第１項の規

定により、引渡し前においても、成果物の全部又は一部を使用させなければならない。 

 

９ 完了検査 

⑴ 検査日時及び検査場所は、受託者から完了通知書が提出された後に検査員が決定する。 

⑵ 受託者は、検査日時までに、あらかじめ成果物その他検査に必要な資料を準備し、本市

に提出しておかなければならない。 

⑶ 検査員は、受託者立会いのうえ、次に掲げる検査を行う。 

ア 成果物の検査 

イ 業務履行状況の検査（業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。） 

⑷ 受託者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補しなければならない。 

なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従う。 
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別表１ 業務の内容及び範囲 

    次の業務について、財務、法務、技術等に関する総合的な支援を行うこと。 

 

  

業 務 概 要 業 務 内 容 

要
求
水
準
等
の
検
討 

事業手法等の検討 

民間活力導入可能性調査報告書を踏まえ、必要な見直しを行

い、本事業の事業手法や事業期間、特定事業の範囲等につい

て検討し、その案を作成する。 

なお、検討に当たっては、本市が実施した土壌調査の結果等

を反映させるとともに、付帯事業用地を含め団地全体の計画

を検討するものとする。 

リスク分担の検討 リスク分担について検討し、リスク分担表案を作成する。 

公的財政負担の検討 
本事業に係る公的財政負担の算定、分析を行い、検討案を作

成する。 

支払条件等の検討 支払条件や支払方法について検討し、その案を作成する。 

補助制度の整理、検討 
本事業に適用できる国の補助制度について調査、検討し、申

請手続の方法等、必要となる手順について整理する。 

許認可手続に係る要件整理 

施設整備に当たり、必要となる計画通知（確認申請）等の許

認可手続、法規制等により求められる施設整備条件などにつ

いて関係部署と協議し、整理する。 

また、本市が協議を行う際に必要となる資料作成等の支援を

行う。 

コミュニティ活性化に寄与

する取組の検討 

市営住宅の施設等を活用した、コミュニティ活性化に寄与す

る取組について検討し、必要な事業条件を整理する。 

市営住宅整

備等の整

理、検討 

コスト削減

の検討 
コスト削減の仕様等を検討し、その案を作成する。 

整備工程の

検討 

施設整備の工程を複数検討し、各工程におけるリスクを整理

する。 

施設図面の

作成 

貸与する施設計画書を元に、要求水準の検討に必要な施設図

面の作成を行う。 

モニタリン

グ方法等の

検討、支援 

モニタリン

グ方法の検

討 

最適な事業のモニタリング方法について、整理、検討する。 

モニタリン

グ体制構築

の支援 

モニタリング体制の構築に向けて、本市が関係機関と協議を

行うに当たり、必要となる資料の作成、支援を行う。 

要求水準書案の作成 

市営住宅の施設整備、維持管理、入居者の移転支援及び敷地

の有効活用に関して、上記において検討した要求水準を基

に、要求水準書案を作成する。 

なお、要求水準書案は、実施方針と同時期に公表することを

想定している。 
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業 務 概 要 業 務 内 容 

実
施
方
針
の
策
定
及
び 

公
表
に
係
る
支
援 

実施方針案の作成 

上記検討を踏まえ、実施方針案を作成する。 

また、実施方針の公表に際し、必要な資料案を作成す

る。 

実施方針説明会等の開催支援 

実施方針の公表後に行う、実施方針説明会及び現場見学

会の開催に必要となる資料案の作成、運営支援、議事録

の作成等を行う。 

意見・質問への回答案の作成 
実施方針等に対する事業者からの意見・質問に対する回

答案を作成する。 

特
定
事
業
の
評
価
・
選
定
及

び
公
表
に
係
る
支
援 

ＶＦＭの算定・検証 

特定事業の選定の根拠となるＶＦＭの算定、検証を行

う。 

また、算定の根拠となる各年度の財務計画案を作成す

る。 

定性的な効果等の検証 コスト以外の定性的な効果を整理する。 

特定事業の選定案の作成 

特定事業の選定案を作成する。 

また、特定事業選定の公表に際し、必要な資料案を作成

する。 

民
間
事
業
者
の
募
集
、
審
査
・
選
定
及
び
公
表
に
係
る
支
援 

民間事業者

の募集に係

る支援 

審査方法の検討 事業者からの提案の審査方法案を作成する。 

落札者決定基準

案の作成 
事業者からの提案を評価する基準案を作成する。 

事業契約書案の

作成 
選定事業者と締結する事業契約書案を作成する。 

基本協定書案の

作成 
選定事業者と締結する基本協定書案を作成する。 

入札関係書類案

の作成 
入札説明書案及び入札関係様式集案を作成する。 

意見・質問への

回答案の作成 

入札関係書類等に対する事業者からの意見・質問に対す

る回答案を作成する。 

民間事業者の評価・選定に係

る支援 

応札者の参加資格審査及び提案書審査に係る支援を行

う。 

また、その他民間事業者の評価、選定に関して付随する

業務を支援する。 

選定事業者の公表に係る支援 

選定事業者の公表に際して使用する資料案を作成する。 

また、その他選定事業者の公表に関して付随する業務を

支援する。 

事
業
契
約
の
締
結

等
に
係
る
支
援 

事業契約、基本協定の締結に

関する支援 

選定事業者との事業契約、基本協定の締結に向けた交渉

に係る支援を行う。 

事業契約書、基本協定書の作

成に関する支援 

契約交渉の内容を踏まえて、事業契約書、基本協定書を

作成するための支援を行う。 

金融機関等との直接協定締結

に係る支援 

金融機関等との直接協定締結の交渉等について支援を行

う。 
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業 務 概 要 業 務 内 容 

そ
の
他
業
務
に
係
る
支
援 

事業検討委

員会の運営

支援 

検討委員会

設置の支援 

検討委員会を設置するに当たり、必要となる資料作成等の支

援を行う。 

資料の作成 
検討委員会の運営に必要な資料（テーマに応じた検討資料、

配布資料等）を作成する。 

検討委員会

の運営支援 
検討委員会の準備作業及び議事録の作成を行う。 

審査結果の

公表の支援 

審査講評の作成など審査結果の公表に当たり、必要となる資

料作成等の支援を行う。 

関係機関との協議等の支援 
本市が国や他の自治体等の関係機関を対象に、協議又は調査

等を行うに当たり、必要となる資料作成、支援を行う。 

庁内手続に係る資料作成、

支援 

京都市競争入札等運用委員会や公共建築デザイン協議会等へ

の諮問など、庁内の各種手続に必要な資料の作成、支援を行

う。 

市場調査の実施 

本事業への参画意欲を高める条件等について、民間事業者を

対象としたヒアリングを行う。 

また、本市が、民間事業者を対象とした公募によるヒアリン

グ等を行う場合には、必要となる資料作成、支援を行う。 

移転先確保の検討、支援 
仮移転先となる民間賃貸住宅の確保について、必要となる資

料作成、支援を行う。 

広報活動等の支援 
各手続に伴う広報活動、市会議決等において、必要となる資

料の作成、支援を行う。 

地元説明会

等の運営支

援 

資料の作成 
地元説明会等の運営に必要な資料（テーマに応じた検討資

料、配布資料、映像資料等）を作成する。 

地元説明会

の運営に関

する業務 

地元説明会の準備作業及び議事録の作成を行う。 

その他付随する業務の支援 
各業務に関し、付随して必要となる業務について、支援を行

う。 
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別表２ 適用基準等一覧 

⑴ 契約手続等に係る適用基準 

  契約手続等を行うに当たり、以下の適用基準を遵守すること。 

ア 京都市ＰＦＩ導入基本指針 京都市行財政局 

イ ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン  

ウ ＰＦＩ事業におけるリスク分担等に関するガイドライン  

エ ＶＦＭ（Value For Money）に関するガイドライン  

オ 契約に関するガイドライン  

 ‐ＰＦＩ事業実施契約における留意事項について‐  
 

カ モニタリングに関するガイドライン  

キ その他国等の指針、通知等  

 
⑵ 施設整備の要求水準作成に係る適用基準 
  必要となる適用基準は十分に理解したうえで、要求水準書案の作成を行うこと。 

ア 建築設計基準  

イ 建築構造設計基準  

ウ 木造計画・設計基準  

エ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準  

オ 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針  

カ 建築設備計画基準  

キ 建築設備設計基準  

ク 公共建築工事標準仕様書 

  （建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編） 
 

ケ 建築工事設計図書作成基準  

コ 建築工事標準詳細図  

サ 公共建築設備工事標準図 

  （電気設備工事編・機械設備工事編） 
 

シ 敷地調査共通仕様書  

ス 排水再利用・雨水利用システム計画基準  

セ 構内舗装・排水設計基準  

ソ 建築設備耐震設計・施工指針 （一財）日本建築センター 

タ 建築設備設計・施工上の運用指針 （一財）日本建築設備・昇降機センター 

チ 建築物の省エネルギー基準と計算の手引 （一財）建築環境・省エネルギー機構 

ツ 防災設備に関する指針 （一社）日本電設工業協会 

テ 昇降機技術基準の解説 （一財）日本建築設備・昇降機センター  

ト 給排水設備技術基準・同解説 （一財）日本建築センター 

ナ 換気・空調設備技術基準・同解説 （一財）日本建築設備・昇降機センター  

ニ 換気用耐火二層管工法の設計施工指針 （一財）日本建築センター 

ヌ ガス機器の設置基準及び実務指針 （一財）日本ガス機器検査協会 

ネ 業務用ガス機器の設置基準及び実務指針 （一財）日本ガス機器検査協会 

ノ 新・排煙設備技術指針 （一財）日本建築センター 

ハ 消防用設備等の運用基準 京都市消防局 

ヒ 京都市公共建築デザイン指針 京都市都市計画局公共建築部 

フ 京都市公共建築物脱炭素仕様 京都市都市計画局公共建築部 

ヘ 京都市建築法令実務ハンドブック 京都市都市計画局建築指導部 

ホ 京都市宅地開発要綱 京都市都市計画局都市景観部 

マ 京都市火災予防条例運用基準 京都市消防局 

※ 上記資料等は原則最新版を使用することとするが、適用にあたっては本市と協議を行うこと。 

※ 上記資料以外の資料を適用する場合は本市と協議を行う。  
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別表３ 引渡し成果物 

名   称 
提出部数 

備  考 
原 紙 複 写 

共通    

 
各種検討経過資料 １ ２  

協議録 １ ２  

要求水準等の検討に係る資料    

 
要求水準書案 １ ２  

リスク分担、市営住宅整備等の各種検討資料 １ ２  

実施方針の策定及び公表に係る資料    

 

実施方針案 １ ２  

実施方針説明会資料案・議事録 １ ２  

実施方針質問・回答資料 １ ２  

特定事業の評価・選定及び公表に係る資料    

 
特定事業の選定案 １ ２  

ＶＦＭ試算結果等検証資料 １ ２  

民間事業者の募集、審査及び公表に係る資料    

 

落札者決定基準案 １ ２  

仮契約書案 １ ２  

事業契約書案 １ ２  

基本協定書案 １ ２  

入札説明書案 １ ２  

入札関係様式集案 １ ２  

入札質問・回答資料 １ ２  

入札参加者資格審査資料 １ ２  

事業者提案取りまとめ資料 １ ２  

その他業務に係る資料    

 

検討委員会用事務局資料 １ ２  

検討委員会審査公表資料 １ ２  

庁内手続用資料 １ ２  

地元説明会用資料・議事録 １ ２  

市場調査、移転先確保等の各種検討資料 １ ２  

※ 電子データ（ＣＤ－Ｒ）及び紙（出力したもの）の両方を提出すること。 

※ 全ての成果物は、原則として原紙はＡ４版のファイル（ドッチファイル等。表紙及び背表紙にタイトルを

付けること。）に綴じて提出するものとする。  
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【別紙１】 
 
○ 付近見取図 
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【別紙２】 

 

○ 桃陵市営住宅現況配置図 

 
 

１号棟 ２号棟 
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10 号棟 71 号棟 72 号棟 

54 号棟 27 号棟 29 号棟 

28 号棟 

53 号棟 

52 号棟 

51 号棟 

40 号棟 

41 号棟 

43 号棟 

44 号棟 

36 号棟 

37 号棟 

34 号棟 38 号棟 

35 号棟 39 号棟 

保育園 


